
7  広報ますだ　令和 6　2024年　6月号

　【問い合わせ先】市福祉総務課　☎ 31-0664（平日 8：30～17：15）
　　　　　　　　　 23-5454　  fukushi@city.masuda.lg.jp

子育て世帯支援給付金（令和５年度住民税均等割のみ課税世帯分）について
　物価高騰の影響が特に大きい住民税均等割のみ課税の子育て世帯の生活を支援するため、令和５年度住民税
均等割のみ課税世帯に属する子どもに対して1人あたり5万円の子育て世帯支援給付金を給付します。

●支給対象
令和 5 年 12 月 1 日（基準日）時点に益田市に住民登録があり、世帯全員が令和 5 年度分の住民税均等割の
み課税者で構成される世帯、または令和 5 年度分の住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される
世帯に属する 18 歳以下（平成 17 年 4 月 2 日生まれ以降）の子ども。
※基準日以降に生まれた子ども、別世帯だが扶養している子どもがいる場合は申請が必要です。
※令和 5 年度住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は支給対象になりません。

●給付金の支給額　対象となる子ども１人あたり５万円

●給付金の支給手続き

●申請期限　7月31日 ㈬

①対象となる世帯には、市から給付内容や確認事項等が記載された書類を順次郵送します。
②書類が届いたら内容を確認のうえ、案内に従って手続きをしてください。
③手続き後、給付金を指定の口座に振込みます。
※書類の郵送に時間を要する世帯もありますのでご了承ください。

　昭和 47 年 6 月 5 日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して、
国連は 6 月 5 日を「世界環境デー」と定めています。日本では「環境基本法」において 6 月
5 日を「環境の日」と定め、6 月の 1 カ月間を「環境月間」としています。
　冷房は温度設定を低くし過ぎない、温度に適した服装を心がける、エコバッグやマイボトルを携帯する、照明や
パソコン等の電源はこまめに切るなど、環境にやさしい習慣を心がけましょう。

【問い合わせ先】市環境衛生課　☎ 31-0201

①給付金を受取るには申請が必要です。
②申請受付後、支給要件を充たしているかどうかの審査を行います。
③支給要件を充たしている世帯へ支給決定通知書を郵送し、給付金を申請口座に振込みます。

申請書等は、福祉総務課窓口に設置しているほか、市ホームページからダウンロードできます。

申請書等提出先：福祉総務課（福祉事務所２階）☎ 31-0664
　　　　　　　　郵送の場合は「〒 698-8650　常盤町 1-1　益田市役所　福祉総務課」宛

⑵  世帯全員が令和 5 年度分の住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和 5 年度分の
住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯で、世帯の中に基準日以降に生
まれた子どもまたは別世帯に扶養している子どもがいる場合

⑴   世帯全員が令和 5 年度分の住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和 5 年度分の
住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯で、18 歳以下の子どもがいる世帯

６月は環境月間です


